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千
葉
道
路
の
都
市
計
画
変
更
に
係
る 

案
の
概
要
の
縦
覧
と
公
聴
会
を
開
催
し
ま
す

　
北
千
葉
道
路
の
都
市
計
画
変
更
に
係
る
案
の
概
要
の
縦
覧
と
公
聴
会
を
開
催

し
ま
す
。
意
見
の
あ
る
人
は
、
縦
覧
期
間
中
に
公
述
申
出
を
行
い
、
公
聴
会
で

意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

■
案
の
概
要
の
縦
覧　
▼
日
時　
９
月
10
日
㈫
〜
24
日
㈫
午
前
８
時
30
分
〜
午

後
５
時
15
分（
土
曜
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）　
▼
場
所　
船
橋
都
市
計
画
道

路
１・３・２
号
、
３・１・１
号
は
県
都
市
計
画
課
か
八
千
代
市
都
市
計
画
課

■
公
聴
会　
公
述
の
申
し
出
が
な
い
場
合
は
、
中
止
に
な
り
ま
す
。
▼
日
時　

10
月
12
日
㈯
午
後
２
時
か
ら　
▼
場
所　
船
橋
市
役
所
６
０
２
会
議
室　
▼
公

述
人
の
資
格　
法
人
を
含
む
利
害
関
係
の
あ
る
人　
▼
公
述
申
出
方
法　
９
月

24
日
㈫
消
印
有
効
で
、
公
述
申
出
書
に
住
所
、
氏
名
な
ど
を
記
載
し
、
意
見
の

要
旨
を
添
え
て
、八
千
代
市
都
市
計
画
課
へ
持
参
ま
た
は
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。

希
望
者
が
多
い
場
合
は
抽
選
。
公
述
申
出
書
の
様
式
は
、
縦
覧
場
所
で
配
布
し

て
い
ま
す　
▼
問
い
合
わ
せ　
八
千
代
市
都
市
計
画
課・土
木
建
設
課
（
４
８

３
）１
１
５
１
、
県
都
市
計
画
課

０
４
３（
２
２
３
）３
３
７
６

令
和
２・３
年
度
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請（
当
初
申
請
）を

９
月
17
日
㈫
か
ら
受
け
付
け
ま
す

　
申
請
マ
ニ
ュ
ア
ル
、
申
請
書
類
の
様
式
と
郵
送
先
は
ち
ば
電
子
調
達
シ
ス
テ

ム
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
、
入
札
参
加
資
格
に
つ
い
て
の
公
告
文
は
市
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

　
▼
期
間　
９
月
17
㈫
〜
11
月
15
日
㈮　
▼
申
請
方
法　
ち
ば
電
子
調
達
シ
ス

テ
ム
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
資
格
審
査
の
申
請
を
行
い
、
11
月
15
日
㈮
午
後
５
時

必
着
で
、
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
な
ど
の
申
請
書
類
を
県
電
子
自
治
体
共

同
運
営
協
議
会（
共
同
受
付
窓
口
）へ
郵
送 

（
契
約
課
）

フ
ァ
ミ
リ
ー・サ
ポ
ー
ト・セ
ン
タ
ー
の
協
力
会
員

　
子
ど
も
の
預
か
り
や
保
育
施
設
へ
の
送
迎
な
ど
、
一
時
的
・
補
助
的
な
支
援

を
会
員
同
士
で
行
う
、
登
録
制
の
協
力
会
員
（
有
償
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
）
を
募
集

し
て
い
ま
す
。
性
別
や
資
格
な
ど
の
条
件
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、基
礎
研
修
会（
予

約
制
）
を
受
講
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
▼
基
礎
研
修
会
の
日
程
と
場
所　
９
月
26
日
㈭
福
祉
セ
ン
タ
ー
、
11
月
11
日

㈪
す
て
っ
ぷ
21
勝
田
台
。
い
ず
れ
も
午
前
９
時
30
分
〜
午
後
３
時
30
分　
▼
申

し
込
み　
基
礎
研
修
会
の
１
週
間
前
ま
で
に
電
話
で
同
セ
ン
タ
ー
（
４
８

７
）８
３
０
０
へ

市
民
文
化
祭　
９
月
の
日
程

行
　
事

日
　
時

場
　
所

八
千
代
祭
・
文
化
の
部
9
月
14
日
㈯
9
時
30
分
～
14

時
30
分
※
入
場
は
14
時
ま
で

県
立
八
千
代
高
等
学
校

躑つ
つ
じ躅
祭
・
文
化
の
部

9
月
14
日
㈯
10
時
～
14
時
30

分　
　
※
入
場
は
14
時
ま
で
県
立
八
千
代
東
高
等
学
校

東
京
動
物
専
門
学
校

学
校
祭

９
月
20
日
㈮
～
22
日
㈰
10
時

～
16
時

東
京
動
物
専
門
学
校

八
千
代
キ
ャ
ン
パ
ス

詳
し
く
は
、市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
掲
載
し
て
い
ま
す
。（
文
化・ス
ポ
ー
ツ
課
）

［１ .９ .１］

　避難所開設運営訓練では、避難者になったと

きの状況を体験できます。非常食料炊き出し訓

練や災害用仮設トイレの設置なども行います。

　 ▼会場　勝田台小学校、大和田小学

校、八千代台小学校、新木戸小学校

９月１日㈰午前９時30分～正午

避難所開設運営を中心に総合防災訓練

　千葉県北西部を震源とした直下型地震の被害想定では、本市も避難
者数が４万7,000人以上になるなど、大きな被害が出るとされます。
被害を最小限に抑えるためには、一人ひとりが日頃から備え、自分の
命は自分で守ることが大切です。自分自身や家族、地域の人を守るた
め、事前の備えができる「今」私たちができることを考えましょう。

家具を固定し食料・水など　　を備蓄して
自らの命は自らが守る

災害への備えを
今すぐチェック!!

米本南自治会では安否確認札を配布
　米本南自治会防災会では、大きな地震
が起きたときに活用できるように「安否
確認札」を配布しています。玄関付近に
掲示して無事を伝えることで、安否情報
を速やかに把握することができます。

災害への備えを今すぐチェック
　大規模な災害直後には、水や食料はすぐに手に入りません。市でも災
害に備え、非常食や毛布など最低限必要な物資の整備をしていますが、
必ず家庭や職場でも、できれば１週間分、最低でも３日分の備蓄食料を
備えましょう。停電や断水になると、トイレ
が使えなくなります。携帯トイレやトイレッ
トペーパーなども備えておいてください。
　保存食などの食料や日用品は、普段から使
って買い足すを繰り返し循環させれば、新し
いものを一定量保つことができます。常備薬
の使用期限や電池切れになっていないかな
ど、備蓄品は定期的に点検しましょう。
□飲料水（一日一人３Ｌを目安に1週間分）
□食料（乾パンやレトルト食品など１週間分）
□口腔ケア用ウェットティッシュ
□ＬＥＤランタン、ヘッドライトなどの照明
□カセットコンロとボンベ
□ポリ袋（大・中・小各50枚程度）
□ラップ、アルミホイル
□皮手袋
□歩きやすい運動靴
□毛布、寝袋など
□ヘルメット
□非常用持ち出し袋

家具や家電は倒れないように固定しましょう
　阪神・淡路大震災では、多くの人が倒れた家具や建物で圧死・窒息死
したといわれています。また、多くの人が家具やガラスの破片でけがを
しています。窓ガラスには飛散防止フィルムを貼り、家具は必ず倒れる
ものと考え固定しましょう。出口をふさがないように、向きや配置を工
夫することも大切です。

金具やポール式器具で家具を固定

　なるべく壁に寄せて、上部をＬ字金具やポール式器具で固定させてく
ださい。壁にもたれさせることも効果的です。２段重ねの棚などの場合
は、つなぎ目を連結させましょう。

扉を固定
　食器などが飛び出さないよう
に、引き出しや開き戸にはストッ
パーをつけましょう。

家電を固定

　テレビや冷蔵庫などの家電は金
具やロープ、粘着マットなどで底
や柱、壁に固定しましょう。 ◀

６月の訓練では掲示率は74％に


